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　写真は、ロサンゼルス郊外にある仏光山西来

寺。台湾などでみられる伝統的な伽藍建築であ

るが、しかし、底抜けに明るいカリフォルニア

の太陽のもとにそびえるこの大寺院は、まさに

アメリカ感覚。

　駐車場には大きなアメリカ車が並び、芝生で

仏光山西来寺

はスプリンクラーが水を放つ。本堂に入ると、

真紅の座席、仏像のレリーフのほどこされた壁、

そして華麗なシャンデリア。明るくてモダンな

仏教がここにある。

　来る11月20日の第16回世界仏教徒会議ロサン

ゼルス大会開会式は、この本殿で開催される。

全日本仏教会
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五
協
議
事
項

　
　
　
　
開
か
れ
た
代
表
者
会
議

　
昭
和
六
十
三
年
度
の
都
道
府
県
仏
教
会
代
表

者
会
議
が
、
去
る
六
月
二
十
九
日
午
前
十
一
時

半
か
ら
、
東
京
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
で
開
催
さ
れ

た
。　
白
川
事
務
総
長
挨
拶
、
三
帰
竪
文
唱
和
に
つ

づ
い
て
、
東
京
都
仏
教
連
合
会
の
岩
崎
理
事
長

を
座
長
に
選
出
、
議
事
に
入
っ
た
。

協
議
事
項
①
今
年
度
の
税
制
の
動
向
に
つ
い

て

　　

@　
@　
@、

ﾉ
つ
い

　
川
島
総
務
部
長
が
、
税
制
抜
本
改
革
に
向
け

て
審
議
を
進
め
て
き
た
自
民
党
税
制
調
査
会
の

答
申
内
容
及
び
、
答
申
が
出
さ
れ
る
に
至
っ
た

経
過
を
詳
細
に
説
明
し
た
。
つ
づ
い
て
長
谷
川

顧
問
弁
護
士
が
、
現
在
特
に
問
題
と
な
っ
て
い

る
各
地
の
税
務
調
査
等
に
つ
い
て
、
具
体
例
を

あ
げ
、
報
告
を
行
っ
た
。

　
協
議
事
項
②
第
三
＋
三
回
全
日
本
仏
教
徒
岐

阜
大
会
に
つ
い
て

　
来
た
る
九
月
十
日
に
開
催
が
予
定
さ
れ
て
い

る
全
仏
大
会
に
関
し
、
野
生
司
社
会
部
長
及
び
、

岐
阜
県
仏
教
会
の
加
納
会
長
よ
り
詳
細
な
報
告

が
行
わ
れ
た
。
ま
た
前
日
の
九
日
に
予
定
さ
れ

て
い
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
医
療
と
仏
教
の
接
点
」

の
た
め
に
実
施
さ
れ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
つ

い
て
、
加
納
会
長
が
各
県
仏
の
協
力
に
対
し
、

お
礼
を
の
べ
た
。

協
議
事
項
③
ル
ン
ビ
ニ
ー
復
興
に
つ
い
て

て
審 　

　
　
　
　
　
　
　
　
杜
多
国
際
文
化
部
長
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
復
興
事
業
の
現
況
及
び
、

　
　
　
　
　
　
　
　
各
加
盟
団
体
へ
の
勧
血
肥

　
　
　
　
　
　
　
　
況
を
報
告
し
た
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
来
た
る
十
一
月
下
旬
に
予

々

　
　
　
　
　
　
　
　
定
さ
れ
て
い
る
W
F
B
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ン
ゼ
ル
ス
大
会
へ
の
参

加
を
要
請
し
た
。

　
協
議
事
項
④
世
界
人
権
宣
言
四
＋
周
年
記
念

行
動
に
つ
い
て

　
斎
藤
同
和
推
進
部
長
が
、
今
後
、
各
地
で
組

織
さ
れ
る
地
域
実
行
委
貝
会
へ
の
協
力
を
要
請

し
た
。

　
協
議
事
項
⑤
都
道
府
県
仏
教
会
の
本
会
へ
の

負
担
金
に
つ
い
て

　
剛
山
財
務
部
長
が
、
各
県
仏
教
会
の
負
担
金

に
関
し
、
現
状
を
詳
細
に
説
明
し
た
。
つ
づ
い

て
、
各
出
席
者
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
仏
教
会
の
財

政
事
情
が
報
告
さ
れ
、
「
負
担
金
に
関
し
、
は

っ
き
り
し
た
規
準
を
決
め
て
ほ
し
い
」
等
の
意

見
が
、
次
々
に
の
べ
ら
れ
た
。

　
質
疑
応
答
の
後
、
負
担
金
の
算
定
方
法
に
つ

い
て
、
事
務
局
で
原
案
を
作
成
し
、
撫
仏
教
会

へ
連
絡
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　　

@　

装
�
ﾈ
ど
の
保

　
本
会
で
は
、
仏
教
文
化
財
の
保
護
を
積
極
的

に
進
め
る
た
め
に
、
左
記
の
よ
う
な
「
国
宝
、

重
要
文
化
財
の
保
護
対
策
の
充
実
に
つ
い
て
の

要
望
書
」
を
、
去
る
八
月
三
日
、
野
白
善
雄
全

仏
理
事
長
名
で
、
自
由
民
主
党
文
教
部
会
、
文

教
制
度
調
査
会
、
文
教
局
へ
提
出
し
た
。

護
対
策
上
半
魯

　
国
宝
、
重
要
文
化
財
の
保
護
対
策
の
充
実
に

つ
い
て
の
要
望
書

　
国
宝
、
重
要
文
化
財
は
、
我
が
国
の
歴
史
・

文
化
の
正
し
い
理
解
の
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で

き
な
い
貴
重
な
文
化
遺
産
で
あ
り
、
永
く
子
孫

に
伝
え
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
私
ど
も
所
有
者
は
、
そ
の
自
覚
の
も
と
に
保

存
管
理
に
日
夜
苦
心
を
重
ね
て
お
り
ま
す
が
、

窮
迫
し
た
財
政
状
態
等
に
よ
り
保
存
に
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
お
り
、

こ
の
ま
ま
で
は
文
化
財
保
護
に
問
題
を
生
ず
る

お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
つ
い
て
は
、
国
に
お
い
て
も
文
化
財
の
保
存

管
理
事
業
の
充
実
を
め
ざ
し
、
次
の
よ
う
な
各

項
目
に
つ
い
て
格
別
の
財
政
措
置
を
講
ぜ
ら
れ

る
よ
う
切
に
要
望
致
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
記

国
宝
、
重
要
文
化
財
の
保
護
対
策
の
充
実

　
一
、
．
国
宝
、
重
要
文
化
財
の
修
理
・
管
理
・

　
　
　
防
災

　
二
、
伝
統
的
建
造
物
群
の
整
備

　
三
、
文
化
財
保
存
施
設
の
整
備

　
四
、
伝
統
技
術
の
保
存
・
振
興

岐
阜
大
会
で
記
者
会
見

　
　
　
　
　
大
手
新
聞
社
な
ど
1
5
名

西本願寺での記者会見

第
三
十
三
回
全
日
本
仏
教
徒
岐
阜
大
会
に
つ

い
て
の
京
都
宗
教
記
者
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
記
者
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会
見
が
、
去
る
八
月
二
十
六
日
午
後
一
時
半
よ

り
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
宗
務
所
の
会
議
室
に

お
い
て
行
わ
オ
た
。

　
記
者
会
見
に
は
、
大
会
実
行
委
貝
長
の
加
納

博
司
岐
阜
県
仏
教
会
長
と
奥
村
典
教
大
会
事
務

局
長
、
事
務
局
か
ら
野
生
司
社
会
部
長
が
出
席
。

記
者
側
は
、
朝
日
、
毎
日
、
読
売
、
サ
ン
ケ
イ

と
い
っ
た
大
手
新
聞
社
を
は
じ
め
十
五
名
が
出

席
し
た
。

　
記
者
会
見
で
は
、
「
十
万
人
の
ア
ン
ケ
ー
ト
」

に
つ
い
て
質
問
が
集
中
。
　
「
脳
死
に
つ
い
て
ど

う
思
わ
れ
る
か
」
と
い
っ
た
か
な
り
つ
っ
こ
ん

だ
質
問
も
な
さ
れ
、
医
療
問
題
を
仏
教
界
が
ど

う
と
ら
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
関

心
の
高
さ
が
伺
わ
れ
た
。

、
藻
藻
藻
写
生
黒
藻
藻
淺
蟹
湊
藻
藻
湊
湊
蟹
藻
藻
藻
湊
湊
鐸
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
。
伴
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
風
鰻

．
丞
丞
三
塁
丞
灘
灘
落
灘
灘
灘
灘
灘
丞
灘
灘
灘
灘
灘
灘
灘
胎
。

総
理
大
臣
へ
要
望
書
提
出

　
去
る
八
月
三
日
、
野
生
司
社
会
部
長
と
川
島

総
務
部
長
は
、
自
由
民
主
党
本
部
を
訪
ね
、
竹

…
首
相
及
び
閣
僚
の
靖
国
神

…
社
公
式
参
拝
中
止
の
要
請

…
本
会
は
・
過
去
吉
に
亘
り
・
「
靖
国
神

…
社
法
案
」
、
首
相
及
び
閣
僚
の
「
靖
国
神
社

…
公
式
参
拝
」
に
対
し
て
、
反
対
の
意
志
表
明

…
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

…　

ｻ
在
の
靖
国
神
社
は
、
特
定
の
基
準
を
も

…
　
っ
て
合
祀
の
対
象
と
し
た
戦
没
者
を
神
霊
と

…
し
て
祀
る
神
社
で
あ
り
、
純
然
た
る
宗
教
施

…
設
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
り
ま
す
。

第
一

　
本
会
主
催
の
第
一
回
同
和
委
員
会
が
、
去
る

六
月
十
七
日
午
後
一
時
よ
り
、
京
都
の
真
宗
大

谷
派
宗
務
所
会
議
室
に
て
開
催
さ
れ
た
。

下
登
自
由
民
主
党
総
裁
・
内
閣
総
理
大
臣
あ
て

の
「
首
相
及
び
閣
僚
の
靖
国
神
社
公
式
参
拝
中

　
従
い
ま
し
て
、
一
宗
教
団
体
で
あ
る
靖
国

神
社
に
首
相
及
び
閣
僚
が
公
式
参
拝
を
す
る

こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
形
式
を
と
り
ま
し
て

も
、
憲
法
に
定
め
る
「
信
教
の
自
由
」
、
「
政

教
分
離
の
原
則
」
に
背
反
す
る
こ
と
は
疑
い

の
余
地
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
私
達
は
、
こ
れ
ら
憲
法
の
規
定
こ
そ
、
今

日
の
平
和
な
日
本
の
礎
と
な
っ
て
い
る
こ
と

を
、
も
う
一
度
思
い
起
こ
し
た
い
と
思
い
ま

す
。　
本
年
も
、
ま
も
な
く
「
戦
没
者
を
追
悼
し

回
同
和
委
員
会
ひ
ら
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
諮
問
事
項
三
点
に
つ
い
て
検
討

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ず
、
樟
原
宏
石
弓
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
仮
議
長
の
も
と
、
正
副
委
員
長
の
選
出
を
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
、
そ
の
結
果
委
員
長
に
は
蓮
池
瑞
蜂
師
（
浄

止
の
要
請
L
を
提
出
し
た
。

　
こ
れ
は
、
本
会
が
過
去
七
回
に
わ
た
り
「
靖

国
神
社
法
案
」
、
「
靖
国
神
社
公
式
参
拝
」
に
反

対
の
声
明
を
発
表
し
て
き
た
経
緯
を
ふ
ま
え
て
、

信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員
会
（
浅
野
青
畳
委

員
長
）
が
、
理
事
長
に
答
申
し
た
も
の
で
あ
る
。

平
和
を
祈
念
す
る
日
し
が
や
っ
て
重
り
ま
…

す
が
、
首
相
及
び
閣
僚
が
、
靖
国
神
社
へ
の
　
…

公
式
参
拝
を
行
わ
な
い
よ
う
、
強
く
要
請
い
　
…

た
す
も
の
で
あ
り
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
　
昭
和
六
十
三
年
八
月
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
　
　
　
　
財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会
　
　
　
…

　
　
　
　
　
　
　
　
理
事
長
　
野
口
　
善
雄
　
…

内
閣
総
理
大
臣
　
　
　
　
　
　
…

　
自
由
民
主
党
総
裁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
　
竹
下
　
登
殿
　
　
　
　
　
…

土
宗
・
同
和
推
進
事
務
局
参
与
）
、
副
委
医
長

に
は
久
米
一
美
師
（
真
宗
大
谷
派
・
同
和
推
進

本
部
事
務
部
長
）
が
選
出
さ
れ
た
。

　
続
い
て
、
白
川
全
仏
事
務
総
長
よ
り
、
先
般

の
理
事
会
（
五
月
二
十
六
日
）
に
て
了
承
を
得

た
同
和
委
員
長
宛
の
諮
問
書
が
蓮
池
委
員
長
に

手
渡
さ
れ
、
諮
問
事
項
（
別
掲
）
に
つ
い
て
の

検
討
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

　
諮
問
事
項
1
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
全
日
本
仏

教
会
で
取
り
組
む
べ
き
も
の
と
、
各
加
盟
教
団

ご
と
に
取
り
組
む
べ
き
も
の
と
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
。

　
諮
問
事
項
2
に
つ
い
て
は
、
テ
ー
マ
は
昨
年

同
様
「
仏
教
徒
の
行
動
」
と
し
、
開
催
時
期
は

十
月
を
予
定
。
具
体
的
内
容
や
日
程
に
つ
い
て

は
今
後
の
委
員
会
に
て
検
討
。

　
諮
問
事
項
3
に
つ
い
て
は
、
各
委
員
が
資
料

を
持
ち
帰
り
、
次
回
委
員
会
に
て
検
討
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。

諮
問
事
項

1
　
本
会
の
当
面
す
る
課
題
（
①
業
論
．
②
栴

　
陀
羅
の
解
釈
　
③
教
団
に
お
け
る
差
別
構
造

④
差
別
戒
（
法
）
名
⑤
差
別
図
書
　
⑥
加
盟

　
団
体
へ
の
啓
発
、
啓
蒙
⑦
取
り
組
み
体
制

　
の
促
進
）
に
つ
い
て
本
会
の
果
た
す
べ
き
役

　
割
を
明
確
に
し
、
そ
れ
を
実
施
す
る
為
の
具

　
体
的
方
策
の
立
案
。

2
　
本
年
度
同
和
研
修
会
の
企
画
・
実
施
計
画

　
の
立
案

3
　
『
第
二
回
差
別
問
題
と
業
論
に
つ
い
て
加

　
盟
教
団
よ
り
の
回
答
集
』
の
取
り
扱
い
に
つ

　
い
て
。

※
な
お
副
委
員
長
に
選
出
さ
れ
た
久
米
一
美
師

　
．
（
真
宗
大
谷
派
）
は
、
そ
の
後
宗
派
の
人
事

　
移
動
に
よ
り
退
任
さ
れ
た
た
め
、
後
任
と
し

　
て
、
第
二
回
同
和
委
員
会
に
て
、
本
門
仏
立

　
宗
の
加
藤
現
崇
師
が
選
出
さ
れ
た
。
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回答・全仏顧問弁護士

正浩長谷川

（
質
問
）
私
の
寺
で
は
寺
院
収
入
だ
け
で
は

暮
ら
し
て
い
け
な
い
た
め
、
中
学
の
教
師
を

し
て
い
ま
す
。
寺
と
し
て
の
収
入
は
ほ
と
ん

ど
近
隣
寺
院
の
役
僧
と
し
て
の
収
入
で
す

が
、
税
務
調
査
の
折
、
税
務
署
員
が
い
う
に

は
「
こ
れ
ら
は
全
部
住
職
本
人
が
外
で
稼
い

だ
お
金
な
の
だ
か
ら
剰
余
金
は
ボ
ー
ナ
ス
と

し
て
も
ら
っ
て
し
ま
い
な
さ
い
。
だ
い
た
い

こ
の
寺
は
檀
家
が
維
持
し
て
い
る
体
裁
に
な

っ
て
い
な
い
。
な
に
も
住
職
が
自
分
で
稼
い

だ
金
で
寺
を
維
持
す
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ

う
」
と
い
う
わ
け
で
す
。
ど
の
よ
う
対
処
し

た
ら
良
い
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
静
岡
県
R
寺
）

（
回
答
）
全
国
八
万
箇
寺
あ
る
と
い
わ
れ
る

寺
院
の
う
ち
、
相
当
数
が
住
職
の
個
人
収
入
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●
2
◎
3
3
…
…
奪
‡
3

に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
コ

住
職
が
他
の
仕
事
で
得
た
収
入
に
よ
っ
て
本

堂
庫
裡
等
を
修
繕
し
な
け
れ
ば
維
持
し
て
い

け
な
い
お
寺
に
と
っ
て
、
法
人
は
法
人
、
個

人
は
個
人
な
の
だ
か
ら
、
法
人
と
個
人
の
経

理
を
峻
別
せ
よ
と
急
に
い
わ
れ
て
も
、
と
ま

ど
い
を
覚
え
ら
れ
る
気
持
ち
は
良
く
わ
か
り

ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
は
、
右
の
区
別

を
き
ち
ん
と
す
る
こ
と
が
肝
要
で
す
。
そ
し

て
、
寺
に
剰
余
金
が
残
っ
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
、

次
期
以
降
の
為
に
繰
り
越
し
て
、
寺
の
為
に

使
用
す
べ
き
で
、
そ
れ
を
住
職
個
人
が
ボ
ー

ナ
ス
と
し
て
使
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
も
っ
て

の
ほ
か
で
し
ょ
う
。
剰
余
金
な
く
し
て
次
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

り
現
実
的
で
な
く
た
ち
ぎ
え
に
な
っ
た
そ
う

で
す
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
方
自
体
は
け
っ

し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
こ
と
で
す
¶

そ
も
そ
も
住
職
に
ボ
ー
ナ
ス
を
出
す
か
出
さ

な
い
か
は
税
務
署
の
職
員
が
云
々
す
べ
き
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
寺
側
で
全
く
自
由
に

決
め
ら
れ
る
こ
と
で
す
か
ら
、
こ
の
点
か
ら

も
税
務
職
員
の
越
権
行
為
と
い
わ
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　
布
施
収
入
は
本
来
個
人
収
入
で
は
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
を
寺
の
収
入
に
し
た
の
は
、
宗

教
法
人
法
施
行
後
、
代
表
下
歯
で
あ
る
住
職

も
他
の
財
団
社
団
の
役
員
と
同
じ
よ
う
に
給

与
制
の
指
導
が
な
さ
れ
、
仏
教
界
も
こ
れ
を

教
員
収
入
と
寺
の
維
持
費

以
降
ど
の
よ
う
に
し
て
寺
を
維
持
管
理
し
て

い
く
の
か
、
ま
た
住
職
の
個
人
資
産
や
個
人

収
入
に
頼
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
こ
そ
公
私

混
同
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
昭
和
三
十
年
忌
に
、
寺
の
収
入
の
三
分
の

一
以
上
を
給
料
に
廻
し
て
は
い
け
な
い
と
い

う
指
導
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
聞
い
て

い
ま
す
。
宗
教
法
人
は
社
団
と
し
て
の
性
格

と
財
団
と
し
て
の
性
格
を
あ
わ
せ
て
も
っ
て

お
り
、
財
産
的
基
盤
を
強
固
に
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
宗
教
本
来
の
活
動
を
維
持
せ
よ
と
い

う
の
が
指
導
の
主
旨
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

目
的
は
そ
の
と
お
り
で
す
が
、
こ
れ
は
あ
ま

ゆ
◎
‡
も
1
毒
一
9
‡
孝
零
毒
6
奄
6
；
孝
㌻
◎
零
零
り
6
奪
◎
；
零
も
…
毒
零
…
；
．
6
噂
9
9
0
…
6
1
◎
3
．
◎

受
け
入
れ
て
き
た
か
ら
で
し
た
。
布
施
収
入

を
寺
の
収
入
と
し
な
け
れ
ば
給
与
が
払
え
な

い
寺
が
大
半
だ
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ

で
も
な
お
貴
寺
の
よ
う
に
住
職
の
生
活
を
満

足
さ
せ
る
だ
け
の
給
与
を
払
う
財
源
が
お
寺

に
な
い
と
き
は
、
住
職
は
外
に
働
き
に
出
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
維
持
管
理
に
あ
て
る

費
用
も
な
い
と
き
は
、
個
人
収
入
を
あ
て
る

し
か
方
法
が
な
い
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で

す
。　
お
寺
の
維
持
管
理
の
た
め
に
個
人
財
産
を

使
用
す
る
と
き
は
、
公
私
を
区
別
す
る
と
い

う
点
か
ら
、
住
職
が
お
寺
に
お
金
を
貸
す
と

d
ヨ
裁
鰍
紹
職
罰
避
ヨ

ぞ
こ
と
誇
責
任
役
暴
や
総
轄
で
　

　
の
議
事
録
を
作
成
し
て
お
く
と
か
、
契
約
書
　
”

を
作
っ
て
ぞ
と
か
し
ま
玄
お
寺
か
ら
利
　

　
息
を
も
ら
わ
な
け
れ
ば
利
益
相
反
行
為
に
も
」

　
な
り
ま
せ
ん
の
で
仮
代
表
役
貝
を
選
任
す
る

　
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
寺
へ
の
貸
付
金
　
。

　
は
永
久
に
返
し
て
も
ら
え
な
い
か
も
し
れ
ま
　
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
φ

　
せ
ん
。
し
か
し
万
一
寺
に
余
裕
が
出
て
き
た

　
と
き
は
、
お
寺
か
ら
返
し
て
も
ら
う
こ
と
が

　
で
き
ま
す
。
お
寺
に
貸
し
付
け
た
こ
と
を
前

ち
に
述
べ
た
考
な
証
拠
と
し
て
残
し
て
お
　

き
ま
せ
ん
と
、
返
済
さ
れ
た
お
金
は
お
寺
か
　

　
ら
の
給
与
だ
と
認
定
さ
れ
る
危
険
が
あ
り
ま
　
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
す
の
で
、
気
を
つ
け
て
下
さ
い
。
　
　
　
　
　
φ
一

驚
一
噸
　
　
一
　
　
　
…
；
ー
ー
三
三
ー
塙

…””99”の鱒””齢”縛の縛””””　榊…””09”

零
；
噺
1
‡
6
4
6
6
‡
一
l
l
‡
零
一
二
◎
ら
6
‡
…
6
ら
ら
●
c
㌧ 本

誌
の
転
載
に
つ
い
て

社
会
部
ま
で
連
絡
を

　
最
近
、
加
盟
団
体
の
機
関
紙
誌
等
に
、
本
誌

の
記
事
が
転
載
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
ま

す
。
特
に
「
法
律
相
談
室
」
等
、
税
務
に
関
す

る
記
事
の
転
載
が
多
い
よ
う
で
す
が
、
本
誌
を

転
載
す
る
場
合
は
、
次
の
よ
う
に
お
願
い
し
ま

す
。

①
全
仏
文
客
部
ま
で
、
転
載
す
る
旨
、
ご
連

絡
下
さ
い
。

②
筆
者
の
了
解
を
求
め
て
下
さ
い
。

③
転
載
さ
れ
ま
し
た
記
事
に
つ
い
て
は
、
各

紙
誌
に
そ
の
旨
、
明
記
下
さ
い
。

④
転
載
紙
誌
を
、
雪
仏
社
会
部
宛
に
お
寄
せ

下
さ
い
。
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『
ー
ー
ー
ー
陰
茎
ー
ー

｛　　口　

　
　
自

　
　
自

　
　
『
翼
ー
ー
而
詫
嬰
ー
ー
ー

　
　
一
、
は
じ
め
に

　
公
務
中
の
交
通
事
故
で
自
衛
官
の
夫
を
亡
く

し
た
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
妻
が
、
　
「
夫
を
勝
手
に

護
国
神
社
に
合
祀
（
こ
う
し
）
す
る
よ
う
に
申

請
し
た
自
衛
隊
職
員
の
行
為
は
、
憲
法
が
保
障

す
る
信
教
の
自
由
や
政
教
分
離
の
原
則
に
違
反

す
る
θ
と
主
張
し
て
い
た
「
自
衛
官
合
祀
訴
訟
」

で
、
最
高
裁
判
所
は
六
月
唄
日
下
級
審
の
違
憲

判
決
を
取
り
消
し
て
、
妻
の
請
求
を
棄
却
す
る

逆
転
判
決
を
下
し
ま
し
た
。

　
昭
和
五
十
二
年
の
「
津
地
鎮
祭
訴
訟
」
に
次

い
で
、
最
高
裁
判
所
大
法
廷
が
な
し
た
宗
教
に

か
か
わ
る
重
要
な
判
決
で
す
の
で
、
そ
の
意
味

す
る
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
（
な
お
、
以
下
の
文
中
意
見
に
わ
た
る
部
分

は
私
の
個
人
的
見
解
で
す
）
。

　
　
二
、
判
決
理
由
（
公
務
員
の
宗
教

　
　
　
　
的
活
動
）

　
判
決
理
由
の
骨
子
は
三
つ
ほ
ど
あ
っ
て
、
第

一
は
、
護
国
神
社
に
対
し
て
合
祀
の
申
請
を
し

た
の
は
自
衛
隊
O
B
で
っ
く
ら
れ
て
い
る
「
隊

友
会
」
県
支
部
で
あ
っ
て
、
現
職
の
自
衛
隊
職

員
の
な
し
た
関
与
は
補
助
的
な
も
の
に
過
ぎ
な

い
。
第
二
は
、
右
関
与
行
為
は
「
津
地
鎮
祭
訴

訟
」
の
最
高
裁
判
決
が
判
示
す
る
目
的
効
果
基

■

弁
護
士

羽

生

雅

旺貝

｛目

準
（
目
的
が
宗
教
的
意
義
を
も
ち
、
効
果
が
宗

教
に
対
す
る
援
助
、
促
進
又
は
圧
迫
、
干
渉
に

な
る
か
ど
う
か
）
に
照
ら
し
て
、
憲
法
二
〇
条

三
人
置
禁
じ
て
い
る
公
務
員
の
宗
教
的
活
動
と

ま
で
は
い
え
な
い
。
第
三
に
、
信
教
の
自
由
の

保
障
は
、
他
者
の
宗
教
上
の
行
為
に
対
し
、
そ

れ
が
強
制
や
不
利
益
を
付
与
し
な
い
か
ぎ
り
寛

容
で
あ
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
、
と
い
う
も

の
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
判
決
と
い
う
も
の
は
原
告
（
妻
）

が
被
告
（
国
）
に
対
し
て
求
め
て
い
る
訴
に
対

応
し
て
、
そ
の
当
否
を
判
断
す
る
の
に
必
要
な

限
度
で
示
さ
れ
る
も
の
で
す
か
ら
、
こ
の
最
高

裁
判
決
も
自
衛
隊
職
員
の
前
記
行
為
に
つ
い
て

国
に
対
す
る
損
害
賠
償
（
国
家
賠
償
）
の
請
求

ま
で
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
の
部
分
に
判
例
と

し
て
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
訴
訟
の
当

事
者
に
は
な
っ
て
い
な
い
「
護
国
神
社
」
が
な

し
た
合
祀
や
隊
友
会
が
な
し
た
合
祀
申
請
行
為

自
体
に
つ
い
て
の
当
否
に
直
接
判
断
が
下
さ
れ

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
三
、
・
補
足
意
見
（
公
務
員
の
宗
教

　
　
　
　
的
中
立
性
）

　
最
高
裁
の
判
決
に
は
、
多
数
意
見
に
加
わ
っ

た
裁
判
官
が
、
共
同
の
意
見
と
し
て
述
べ
ら
れ

』

た
と
こ
ろ
に
つ
け
加
え
て
自
己
の
意
見
を
述
べ

る
「
補
足
意
見
」
が
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
の
判
決
で
も
七
名
の
裁
判
官
が
「
補

足
意
見
」
を
付
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
次
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
に
留
意
す
べ
き
だ
と

思
い
ま
す
。

　
す
な
わ
ち
、
　
「
公
務
員
の
職
務
遂
行
に
当
っ

て
は
、
必
要
以
上
の
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い

を
慎
ん
で
宗
教
的
中
立
性
を
堅
持
」
す
べ
き
で

あ
り
、
合
祀
申
請
に
至
る
過
程
で
の
前
記
自
衛

隊
職
貝
の
行
為
は
「
間
接
的
で
あ
る
と
は
い
え

宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
も
つ
も
の
で
あ
η
」

…
…
「
よ
り
慎
重
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
か
っ

た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
θ
ま
た
、
合
祀

後
の
あ
る
自
衛
隊
職
員
の
「
護
国
神
社
は
公
の

宗
教
で
あ
り
、
日
本
人
は
家
庭
で
の
宗
教
と
は

別
に
公
に
は
護
国
神
社
に
祀
ら
れ
る
の
が
当
然
」

と
の
言
動
は
「
宗
教
的
中
立
性
に
疑
惑
を
招
き

か
ね
ず
、
行
き
過
ぎ
の
感
を
免
れ
ず
、
公
務
貝

と
し
て
は
自
粛
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
θ

　
　
四
、
反
対
意
．
見
（
少
数
者
の
人
権
）

　
本
判
決
の
結
論
に
対
し
て
、
　
「
反
対
意
見
」

を
述
べ
た
裁
判
官
は
一
名
で
し
た
。
し
か
し
、

宗
教
や
良
心
に
か
か
わ
る
事
柄
は
、
そ
の
本
質

上
多
数
決
原
理
で
は
律
し
切
れ
な
い
面
が
あ
り

ま
す
か
ら
、
憲
法
学
者
で
も
あ
る
伊
藤
裁
判
官

が
「
本
件
に
お
い
て
、
被
上
告
人
は
宗
教
上
の

潔
癖
感
が
余
り
に
も
強
い
ど
い
う
批
判
も
あ
り

う
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
こ
に
少
数
者

に
と
っ
て
守
ら
れ
る
べ
き
利
益
が
あ
る
と
い
う

べ
き
で
あ
る
」
と
「
反
対
意
見
」
の
中
で
述
べ

て
い
る
点
に
も
十
分
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
る
こ
と

が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

　
　
五
、
本
判
決
と
靖
国
神
社
公
式
参

　
　
　
　
拝
と
の
関
係

　
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
考
え
て
み
ま
し

て
も
、
こ
の
判
決
は
決
し
て
首
相
・
閣
僚
の
靖

国
神
社
公
式
参
拝
に
お
墨
付
き
を
与
え
た
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
本
判
決
は
、
津
地
鎮
祭
判
決
の
目
的
効
果
基

準
を
踏
襲
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば

公
務
員
の
宗
教
的
活
動
に
該
当
す
る
か
ど
う
か

を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と

し
て
、
ま
ず
第
一
に
「
当
該
行
為
の
行
わ
れ
る

場
所
」
を
挙
げ
、
「
行
為
の
一
般
人
に
与
え
る

効
果
、
影
響
等
、
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
、
社

会
通
念
に
従
っ
て
、
客
観
的
に
判
断
」
す
べ
き

で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
基
準
か
ら

し
て
も
、
参
拝
が
行
わ
れ
る
場
所
が
宗
教
施
設

で
あ
る
靖
国
神
社
の
本
殿
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、

ま
た
拝
礼
す
る
の
が
一
国
の
代
表
と
も
言
う
べ

き
首
相
・
閣
僚
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
般
へ
の
効

果
、
影
響
の
大
き
さ
か
ら
も
、
場
所
が
体
育
館

の
建
築
現
場
（
津
地
鎮
祭
）
で
あ
っ
た
り
、
自

衛
隊
地
方
連
絡
部
の
一
職
員
の
「
事
務
的
な
協

力
」
行
為
（
本
件
）
で
あ
る
場
合
と
は
同
等
に

論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
す
噂

　
だ
か
ら
こ
そ
、
津
地
鎮
祭
判
決
の
な
さ
れ
た
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昭
和
五
十
二
年
以
後
も
、
歴
代
の
法
制
局
長
官

で
さ
え
（
昭
和
六
十
年
ま
で
は
）
公
式
参
拝
は

違
憲
の
疑
い
が
濃
厚
で
あ
る
と
の
見
解
を
表
明

し
て
い
た
の
で
す
。

　
で
す
か
ら
、
毎
年
全
日
本
仏
教
会
が
声
明
を

発
表
し
て
お
り
ま
す
「
靖
国
神
社
公
式
参
拝
中

止
の
要
請
」
の
内
容
に
は
、
こ
の
判
決
が
下
さ

れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
点
は
な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
む
し
ろ
、
前

述
し
た
本
判
決
の
「
補
足
意
見
」
は
、
右
「
要

請
」
の
論
拠
に
さ
え
な
り
う
る
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
。

　
（
羽
生
弁
護
士
は
、
真
言
宗
豊
山
派
寺
院
の

　
　
ご
住
職
で
、
本
会
の
税
務
出
塁
、
信
教
の

　
　
自
由
に
関
す
る
委
員
会
委
貝
を
務
め
て
お

　
　
ち
れ
ま
す
）

全
編
の
各
種
委
員
会

正
副
委
員
長
の
顔
ぶ
れ

　
三
口
各
種
委
員
会
は
、
こ
の
春
か
ら
新
し
い

委
員
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
各

委
員
会
の
乱
篭
長
、
副
委
貝
長
が
各
々
選
出
さ

れ
ま
し
た
の
で
御
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
敬
称
略
）

○
信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員
会

〔
7
月
2
7
日
・
第
一
回
委
部
会
に
て
選
出
〕

　
委
員
長
・
浅
野
秀
慶
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

　
副
委
員
長
・
小
山
栄
雅
（
真
言
宗
智
山
派
）

O
税
務
委
員
会

〔
7
月
2
8
日
・
第
一
回
委
貝
会
に
て
選
出
〕

　
委
員
長
・
藤
岡
覚
量
（
真
宗
大
谷
派
）

　
副
委
員
長
・
志
村
慎
吾
（
神
奈
川
県
立
教
会
）

○
同
和
委
員
会

〔
6
月
7
日
・
第
一
回
委
員
会
／
7
月
2
1
日
・

　
第
二
回
委
員
会
に
て
選
出
〕

　
委
貝
長
・
蓮
池
瑞
旭
（
浄
土
宗
）

　
副
委
正
長
・
加
藤
現
崇
（
本
門
下
立
宗
）

○
ル
ン
ビ
ニ
ー
復
興
日
本
仏
教
徒
委
員
会

〔
昨
年
9
月
1
0
日
・
第
一
回
委
員
会
に
て
選

出
〕

　
委
員
長
・
川
井
匡
俊
（
浄
土
宗
）

　
副
委
員
長
・
岩
崎
宗
秀
（
東
京
都
仏
教
連
合

会
）

委
員
の
変
更
や
追
加

　
全
仏
各
種
読
点
会
の
委
貝
名
に
つ
き
ま
し
て

は
、
本
誌
五
月
号
に
掲
載
い
た
し
ま
し
た
が
、

そ
の
後
委
員
の
変
更
や
追
加
が
あ
り
ま
し
た
の

で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

◇
信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員
会

・
北
川
智
鉱
害
（
高
野
山
真
言
宗
）
↓
中
山
弘

　
之
師
（
高
野
山
真
言
宗
）
。

・
委
員
に
、
長
谷
川
正
浩
師
（
弁
護
士
）
と
羽

　
生
雅
則
師
（
弁
護
士
）
の
二
名
を
追
加
。

◇
税
務
委
員
会

・
北
川
智
城
師
（
高
野
山
真
言
宗
）
↓
中
山
弘

　
之
師
（
高
野
山
真
言
宗
）
。

・
大
島
俊
明
師
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）
↓
藤

　
井
映
月
師
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

◇
同
和
委
員
会

・
久
米
一
美
師
（
真
宗
大
谷
派
）
↓
相
良
晴
美

　
師
（
真
宗
大
谷
派
）

・
委
員
に
、
大
倉
律
現
師
（
念
法
真
教
）
と
加

　
藤
現
崇
重
（
本
門
仏
重
重
）
の
二
名
を
追
加

北
河
原
公
典
師
（
元
畜
仏
副
会
長
）

七
月
三
十
日
、
七
十
二
歳
で
遷
化

華
厳
宗
大
本
山
東
大
寺
長
老

前
華
厳
宗
管
長
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